
求職者のメリット

対象者

採用実績（一部抜粋）

以下の要件を満たし、「事業利用申込書 兼 同意書」を提出できる方が利用できます。

プラスαの仕事を目指して、

人手が欲しい企業があります。
心身等の状態などにより、短い時間であれ

ば、働くことができる求職者がいます。

川崎市が、

人手が欲しい企業と

短時間で働きたい障害等のある求職者との

 マッチングをお手伝いします。

短時間雇用プロジェクト

業種 仕事内容 障害種別 勤務時間／週

Ａ社 保育園 園内清掃・保育補助 精神・知的 2時間×2日

Ｂ社 税理士事務所 インボイスNoのチェック・仕分け 精神 3時間×2日

Ｃ社 医療・福祉業 介護施設のベッドメイキング 精神 2時間×3日

求人開拓件数：延べ376件 就職者数：延べ397名（2016年～）

• 週に1日 1時間～といった短時間で働くことができます。

• あらかじめ仕事内容が決まっています。

• 事前に職場の見学・体験実習ができます。

（2026年3月31日現在）

1. 企業応援センターかわさきが運営する『短時間雇用プロジェクト』に
エントリーしている支援機関等に所属している方。

2. 障害者手帳の有無は問わず、何らかの医師の診断がある方。
3. 川崎市内の事業所を利用されている川崎市内・市外在住の方。
4. 川崎市外の事業所を利用されている川崎市内在住の方。



支援機関の見立て（アセスメント）が重要です！

➢ 就労する意思があり、かつ短時間であれば就労可能であると支援機関が判断する方が対象です。

就労意欲が少ない方や準備が足りない方は対象となりませんので、ご本人の状態、特性を十分に

把握したうえでご案内をお願いします。

体験実習時の損害賠償責任を保証する保険への加入が必要です。

➢ 支援機関にて、体験実習期間中のご本人の傷害および第三者に身体障害や財物障害を発生させ

たことに伴う損害賠償責任を保証する保険への加入をお願いいたします。

利用にあたっての注意事項
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企業応援センターかわさき

求人配信：毎月第2・４月曜日（例外有）に求人を配信し、見学希望者を募集します。

※登録できるメールアドレスは、1事業所につき１つです。

職場見学：見学希望者がいる場合は、企業応援センターかわさき（以下、当事業所）へご連絡ください。

見学者の属性（居住区・性別・年齢・診断名・障害種別・等級・特性等）を伺い、

見学日程の調整を行います。

体験実習：実習希望者がいる場合は、当事業所へご連絡ください。日程調整を行います。

※実習前に各支援機関作成の「アセスメントシート」、体験実習初日に

求職者が署名された「事業利用申込書 兼 同意書」をご提出ください。

採用面接：採用面接を受ける場合は、当事業所へご連絡ください。日程調整を行います。

※面接前に応募書類（履歴書・職務経歴書・プロフィールシート等）を

ご用意ください。

雇用主支援：雇用主に対する当事業所の支援期間は、入職後原則3か月間となります。

その間に各支援機関においても、就職先企業のご担当者と関係構築し、

３か月以降は各支援機関にて支援を継続してください。

※ 職場見学・体験実習・採用面接には原則、支援機関の支援員の方にもご同行いただきます。

※ 求人配信から入職までの間、求人内容（就業形態・仕事内容）等、その他一切の問合せは、

     企業応援センターかわさきを経由してください。

（社会福祉法人県央福祉会／川崎市委託事業）

住 所 川崎市川崎区南町1番地1 日本生命川崎ビル 10階

電 話 ０４４-５８９-８２３１

メ ー ル kigyou-ouyen@tomoni.or.jp

川崎市健康福祉局 障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
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